
★令和４年度版「お店を使う時の約束」ができあがりました！ 

いじめ・不登校等 相談窓口のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 １学期もいよいよ残すところ一週間となりました。4月に進級した子ども達も授業を 

はじめ、様々な活動を通して大きく成長した1学期でした。 

 さて、２１日（木）から夏休みが始まります。子ども達みんなが安心・安全に夏休みを過ごし、たくさ 

んの思い出を作ってきてくれることを願っています。つきましては、「夏休みのくらし」を配布いたしま 

すので夏休み前にご確認ください。 

 

 

 昨年度、６年生が「お店を使う時の約束」を考案し、全校児童にお知らせしてから１年たちましたが、

本年度も現６年生のみんなで意見を出し合って「令和４年度版 お店を使う時の約束」を作りました。 

このように、子ども達自身で問題意識をもち、改善策を考えることはとても大切なことですし、上級生が

考えた約束をみんなで守ることができたのは、とても素晴らしいことです。「夏休みのくらし」の裏面に

印刷していますので、こちらのほうも併せてご確認ください。 

 

 

 

 

 国や県より、いじめ・不登校等に関する相談窓口の案内がきています。子ども達自身はもちろんのこ

と、保護者も相談できますので、お気軽にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

１学期も残すところ一週間となりました 

 2022．7．13（水） 

生活指導部 

【文部科学省】 

○子供のＳＯＳ相談窓口 0120-0-78310    

※２４時間子供ＳＯＳダイヤル（通話料無料） 

 

【佐賀県内のいじめ・体罰相談窓口】 

○心のテレホン相談 0952-30-4989   

※小中高校生及び保護者のための電話相談（365日 24時間受付） 

 

○いじめホットライン 0952-27-0051 

   ※小中高校生及び保護者のためのいじめに関する電話相談（365日 24時間受付） 

 

○佐賀県教育センター 0952-62-2189 

  ※学校生活に関する相談・支援 


